
 

           社会福祉法人沼田市社会福祉協議会 
         女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 
 

 次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるため、本協議会の職員が、

その能力を発揮しつつ、仕事と子育ての両立、働きやすい雇用環境の整備を図るため、下

記のとおり一般事業主行動計画を策定する。 

 

記 

 

１ 計画期間 令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

 

２ 内  容  

  目標１ 子の看護等休暇の取得促進 

   〈対策〉 

   ・ 本会の育児・介護休業等に関する規則の内容や休暇の取得方法を説明し、必要

な場合に取得できるよう、看護等休暇について、周知、徹底を図る。 

 

   目標２ 育児休業の利用促進と育児期の柔軟な働き方の実現 

    〈対策〉 

      ・ 育児休業制度の内容や取得方法を説明し、必要な場合に取得できるよう、育児

休業について、周知、徹底を図る。また、男性職員の育児休業取得率の向上を図

る。 

   ・ 始業時間等の変更、短時間勤務制度の措置を図り、育児期の柔軟な働き方の実

現を図る。 

 

目標３ 年次有給休暇取得率の向上 ～８割以上の年次有給休暇取得率を目指す～ 

〈対策〉  

   ・ 職員研修により、年次有給休暇の周知、徹底を図るとともに、取得状況の把

握と職場環境等のアンケートを実施する。 

          

３ 女性の活躍に関する情報公表 

(1) 職員に占める女性の割合（R6.6.1現在）           （単位：％） 

項  目 事務職 専門職 全体 
全体 ５０.０ ８９.４ ８３.０ 
正規職員 ４４.４ ８６.４ ７４.２ 
非正規職員(嘱託・臨時) ５０.０ ９５.０ ８２.１ 
非正規職員(パート職員) １００.０ ８８.５ ８８.７ 

    

(2) 所属長に占める女性の割合（R7.4.1現在）          （単位：％） 
項  目 事務局 施設等 
所 属 長 ０.０ ９０.９ 

 

 (3) 年次有給休暇取得率（R５年度）               （単位：％） 

項  目 事務職 専門職 全体 
全体 ７０.２ ８２.８ ７６.５ 
正規職員 ６８.５ ６２.５ ６２.８ 
非正規職員(嘱託・臨時) ７１.８ ８０.２ ７９.１ 
非正規職員(パート) － ８９.６ ８９.６ 

 


